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Ⅰ 基本方針等 

１ 趣旨 

この仕様書は、鳥取県西部広域行政管理組合（以下「組合」という。）の施設である鳥取県西部広域

行政管理組合営桜の苑（以下「桜の苑」という。）の指定管理者が行う業務内容及び詳細について必要

な事項を定めるものです。 

 

２ 業務遂行に当たっての基本的な考え方 

⑴ 管理運営方針 

指定管理者として、利用者を尊重した高い倫理性、利用者はもとより他のいかなる団体等に対し

ても有利な扱い又は不利な扱いを行うことのない公平性を保つとともに、質の良いサービスの提供

に努め、利用者が安心して利用できるよう管理運営を行うこと。 

⑵ 関係法令への対応 

次の法令については、特に留意し、順守はもとより趣旨を踏まえた適切な対応を図ること。 

① 地方自治法及び地方自治法施行令ほか行政関連法規 

② 労働基準法及び労働安全衛生法ほか労働関連法規 

③ 個人情報の保護に関する法律及び鳥取県西部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律施

行条例ほか個人情報保護関連法規 

④ 鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例及び施行規則ほか情報公開関連法規 

⑤ 鳥取県西部広域行政管理組合の行政事務からの暴力団等の排除に関する合意書 

⑥ 墓地、埋葬等に関する法律及び施行規則 

⑦ 鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例及び施行規則 

⑶ 個人情報保護及び情報公開 

業務に係る個人情報保護については、個人情報の保護に関する法律、鳥取県西部広域行政管理組

合個人情報の保護に関する法律施行条例に則り、適切な措置を講じること。 

また、業務に係る情報公開については、鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例に則り、適切

な措置を講じること。 

⑷ 書類の管理等 

業務の実施に伴い作成し、又は取得する文書等は、鳥取県西部広域行政管理組合文書管理規程の

規定に則り、適正な管理をするとともに下記の事項に留意すること。 

① 当該文書等は、鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例に基づく公文書開示請求等の対象に

なること。 

② 指定管理期間が満了し、又は指定を取り消された場合は遅滞なく組合に引き継ぐこと。 

⑸ 守秘義務 

職務上知り得た情報は、組合の認めるもの以外は、外部に漏らしてはならない。指定期間満了後

及び指定の解除後においても同様とする。 

⑹ 危機管理に関する取組 

災害等の緊急時に備え、次のことに取り組むこと。 

① 利用者及び従事者（以下「利用者等」という。）の避難のための避難計画を策定し、緊急時には

利用者等の安全の確保及び避難誘導を行うことができるための訓練を実施すること。 
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② 事件・事故の防止に努めるとともに、万が一発生した場合に備え、緊急対応マニュアルを作成

し、当該マニュアル に基づく対応が確実に行えるよう訓練を実施すること。 

③ 業務時間内、時間外を問わず、緊急時には速やかに組合と指定管理者が相互に連絡ができるよ

う連絡先等を報告すること。 

④ 組合から要請があった場合には、組合と連携した災害訓練等に参加すること。 

⑺ 非常事態時の連携 

いかなる非常事態時においても火葬が実施できるよう、最大限努力することとし、大規模災害等

の発生時においては、組合が行う鳥取県の広域火葬計画に基づく対応に連携して取り組むほか、組

合が締結している大規模災害時の応援協定に基づく対応に連携して取り組むこと。 

また、鳥取県西部圏域における大規模災害等の発生時、新型コロナウイルス、新型インフルエン

ザ等の感染症の流行時においては、組合の業務継続計画に基づく対応に連携して取り組むこと。 

⑻ 環境への配慮の促進 

温室効果ガスの排出削減など、米子市環境基本計画の趣旨を踏まえた取組を行うこと。 

⑼ 地域への配慮 

適切な業務の実施及び良好な外観の保持などを通じて地域への配慮を行うこと。 

⑽ 法定資格者の選任 

施設の管理運営に必要とされる資格、免許等を有する者を配置し、又は外部委託により有資格者

を配置すること。 

⑾ 暴力団等の排除 

次の事由に該当する場合、指定の取消しなどを行う場合があること。なお、内容については、組

合と指定管理者が締結する協定書において定めるものとする。 

① 指定管理者として指定された団体が暴力団であることが判明した場合 

② 指定管理者として指定された団体の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに

準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、指定管理者に

対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも

のと認められる者を含む。）のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、

融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものであることが判明

した場合 

③ 暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの（そ

の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が暴力団員等と密

接な関係を有するものをいう。）であることが判明した場合 

④ 指定管理者又は指定管理者の役員が、鳥取県暴力団排除条例（平成 23年鳥取県条例第３号）第

21条第１項又は第２項に違反したと認められる場合 

⑿ 一般的事項 

業務の実施にあたっては、以下の事項に留意すること。 

① 墓地、埋葬等に関する法律（以下「法」という）第 12条に規定する火葬場の管理者を置くほか、

定められた書類を関係機関に提出すること。 

② 指定管理者は、法第 15 条に規定する図面、帳簿の図書の管理を行うとともに、火葬を求めた

者、その他死者に関係ある者から請求があった場合は閲覧させること。い 

③ 利用者の心情等に十分配慮し、相手の立場に立った親切で丁寧な対応を行うとともに、きめ細
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かいサービスの提供に努めること。 

④ 利用者及び周辺住民等の意見、苦情等に対し誠意を持って対応すること。 

⑤ 業務中は職務に専念するとともに、服装や言動に十分留意し、利用者に不快感を与えないよう

配慮すること。 

⑥ 名目のいかんを問わず、法定外のいかなる金品等を収受しないこと。 

⑦ 業務の一部を再委託又は請け負わせたときは、再委託・請負業者及びその従業者に対しても以

上のことを周知徹底すること。 

⑧ 指定管理業務に関する経理は、団体自体の経理と区分すること。また、会計帳簿類は組合の求

めに応じて、閲覧できるように作成すること。 

⑨ 消防計画を作成し、年１回は消防訓練を行うこと。 

⑩ 火災、事故等の緊急時には直ちに関係機関に通報し、関係者への応急措置を取るとともに、組

合に連絡し、その指示を受けること。 

⑪ 法令等で定められている点検・検査等を実施し、報告書等を組合、関係機関へ報告するととも

に点検結果等を適正に保管すること。 

⑫ 組合の行う施設・設備の更新・修繕にあっては、これが円滑に実施できるよう、組合及び関係

者との調整に協力すること。 

 

３ 組合と指定管理者の役割分担の考え方 

組合と指定管理者の役割分担の考え方は下表のとおりとする。 

 【 ◎と○とがある場合、◎は主として役割を担う者 】 

項     目 組合 指定管理者 備    考 

運営方法 

設定 

施設の計画・整備 ○   

条例・規則等の改正など基本的

枠組みの設定 
○   

基本的枠組みの範囲内における

運用の取り決め 
 ○  

運営 

火葬等の予約管理  ○  

予約システムの維持管理 ○  

組合が別途契約。 

ただし、予約システム閲覧のための通信

費は指定管理者が負担する。 

火葬場使用許可及び許可証の発

行 
◎ ○ 

構成市町村の窓口における火葬場使用

許可は組合が、桜の苑の窓口におけるも

のは指定管理者が行う。 

使用料収納、火葬証明、分骨手

続きほか 
 ○  

消耗品の購入、機器リース  ○  

光熱水費 ◎ ○ 
電気及びガスに係る契約及び支払いは

組合が、その他は指定管理者が行う。 

業務時間外の警備 ○ ◎ 
夜警業務の契約及び支払いは組合が、対

応は指定管理者が行う。 

維持管理 

火葬炉及び関連設備の維持管理 ○ ◎ 
年次点検は組合が、日常使用に伴う清

掃・補修等の管理は指定管理者が行う。 

電気保安 ○  
自家用電気工作物の保安業務の契約及

び支払いは組合が行う。 

修繕 
1件 5万円以下のもの  ○ 

金額には消費税及び地方消費税を含む。 
1件 5万円を超えるもの ○  
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改修工事 

建物・設備の改修及び維持管理

に係る工事 
○   

火葬炉及び関連設備の改修（耐

火材の全面積替えを含む） 
○   

苦情対応 
政策に関するもの ○   

運営に関するもの  ○  

非常時の 

対応の構築 

対応マニュアルの作成 ○ ◎  

訓練の実施 ○ ◎  

措置の実施 ○ ◎  

研修の実施 管理運営に関する研修の実施  ○  

 

４ 貸与備品の取扱い及び所有権について 

⑴ 組合が所有する備品のうち、指定管理者に貸与する備品（以下「貸与備品」という。）は、指定管理者

が保守および管理を行うものとし、その所有権は引続き組合に帰属する。（別添「貸与備品一覧」参照） 

⑵ 貸与備品が破損、故障等した場合の取扱いは、速やかに組合に報告し、指定管理者が修理すること。修

繕完了後の備品は組合の所有とする。 

⑶ 貸与備品が破損、故障した場合で、修繕が不可能な場合は、指定管理者は、組合が支払う指定管理料で

同等品を購入すること。購入した備品は組合の所有とする。ただし、組合が再調達を必要と認めない場合

であっても、指定管理者が業務上必要と判断し、自己の費用負担により同等品を購入したときは、当該備

品の所有権は指定管理者に帰属する。 

⑷ 貸与備品を指定管理者の瑕疵により、破損、故障、紛失した場合は、指定管理者の負担で修繕又は購入

すること。この場合の備品は組合の所有とする。 
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Ⅱ 指定管理者が行う業務 

１ 業務概要について 

⑴ 指定管理者が行う業務は、以下のとおりとする。 

① 遺体の火葬、改葬に関する業務 

② 産汚物、手術肢体、解剖遺体等の焼却に関する業務 

③ 霊安室の管理に関する業務 

④ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑤ 喫茶の運営に関する業務 

⑥ 火葬場使用許可に関する業務（ただし、市町村の窓口において許可するものを除く。） 

⑦ 火葬場使用料の収納に関する業務 

⑧ その他管理者が必要と認める業務 

 

２ 桜の苑の運営について 

⑴ 休場日及び開場時間等 

① 休場日 

１月１日及び２日とする。ただし、必要がある場合は、組合管理者の承認を得て、休場日を設

定することができることとする。また、組合が工事、修繕等を行う場合には、組合の要請により

休場日を設定することとする。 

② 開場時間 

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、必要あるときは、組合の承認を得て

開場時間を臨時に延長し、又は短縮することができることとする。 

⑵ １日の受入火葬件数について 

① 現在、午前８時４０分から午後３時までを受付時間とし、１日１２件の火葬を受け付けている

が、今後、火葬件数の増加が見込まれることから、１日の受入火葬件数の増加も視野に入れ、業

務に支障が出ないよう運営すること。 

② 災害の発生等の非常時には他団体からの搬入も予想されることから、組合と協議し、その決定

に従うこと。 

⑶ 職員の配置等 

① 管理を行う職員には、施設の運営に必要な施設管理業務及び経理事務等の能力を有し、かつ施

設の管理運営を適正に行うことができる者を配置するとともに、職員の中から責任者及び副責任

者を選任すること。 

② 責任者は職員の勤務計画を立案するとともに、職員の業務内容の監督及び指定管理による桜の

苑の運営に必要な管理的業務を行うこと。 

③ 桜の苑の開場日には、責任者又は副責任者のいずれかが常駐すること。 

④ 防火管理者の資格を有する職員を配置すること。 

⑤ 開場時間内は施設の使用受付、使用許可、使用料の収納、火葬業務、喫茶の運営などが確実に

行うことができる体制とすること。 

⑥ 職員には施設の管理に必要な研修及び労働安全衛生法に基づく研修を実施すること。 
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⑦ 業務の遂行に当たっては、人生終焉の地として利用者の心情を十分考慮し、常に責任を自覚す

るとともに誠意と礼儀を旨とした体制を保持すること。責任者は職員の接遇の状況を常に把握す

るとともに、必要な場合はその都度指導を行うこと。また、指定管理者は定期的に職員の接遇研

修を実施すること。 

⑧ 勤務条件については、労働関係法令を順守すること。 

⑨ 職員は、職務に従事するときは業務にふさわしい制服を着用すること。なお、それにかかる費

用は指定管理者の負担とする。 

⑩ 職員は、緊急時に迅速に対応することができるようにＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操作方

法を習得しておくこと。 

⑪ 利用者が公平にサービスを利用できるよう、職員への周知と理解の促進に努めるとともに、定

期的に人権教育研修を実施し、職員の人権意識の向上を図ること。 

⑷ 物品の管理 

① 備品の管理 

ア 貸与備品については、鳥取県西部広域行政管理組合財務規則に基づき適正に管理すること。 

イ 貸与備品が本来の使用目的に供することができなくなったと認められるとき、又は亡失があ

ったときは、直ちに組合に報告すること。 

ウ 指定管理者が、組合の支払う経費によって取得した備品（以下「取得備品」という。）は取得

備品台帳に登載し、管理状況を明らかにしておくこと。 

エ 各年度終了後に備品の現在高を報告すること。指定期間途中において組合が必要と認めた場

合も同様とする。 

オ 指定期間中に亡失の報告がなく、確認ができない貸与備品及び取得備品があった場合で指定

管理者の責めに負うものと判断されるときは、同等品を補填すること。 

カ 指定管理期間が満了したとき又は指定を取り消されたときは、貸与備品及び取得備品は、次

期指定管理者に引き継ぐものとする。 

キ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は、メーカーが推奨する方法に基づいて日常点検を実施し、

点検結果を記録するなどの保守管理を行うこと。 

② 消耗品の管理 

施設運営に支障をきたさないよう消耗品を購入し管理を行うこと。 

⑸ その他の運営業務 

① 出退時の点検等 

出退時には、作業範囲の火気の点検、施錠、消灯等の確認点検を行い、防火防犯に努めること。 

② 場内の巡回 

適宜、場内を巡回し、施設の異常の有無を点検するとともに、不適切な利用があった場合には

適切に指導を行うこと。 

③ 駐車場等の整理 

必要に応じて、霊柩車、利用者に駐車場所の案内を行うとともに、混雑時には駐車場の整理等

を行うこと。 

④ 利用者のサービスの増進 

利用者にトイレ、更衣室、授乳室、収骨等の案内を行うこと。また、歩行が困難な利用者に対

しては、状況に応じて車椅子の利用の補助等、適切な支援を行うこと。 
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⑤ 施設の管理 

鳥取県西部広域行政管理組合庁舎管理規則に規定する禁止行為等を行ったと認められるもの

に対し、規定を順守するよう指示すること。 

 

３ 諸室及び設備等について 

⑴ 諸室 

室名 室数 用途 

玄関ホール 1 来客用玄関 

待合ホール 1 遺族が火葬から収骨までの待ち時間を過ごす 

待合室 4 遺族が火葬から収骨までの待ち時間を過ごす 

多目的室 1 遺族が火葬から収骨までの待ち時間を過ごす 

更衣室 1 利用者用 

授乳室 2 利用者用 

便所 3 利用者用（男子、女子）、多目的 

喫茶コーナー 1 遺族休憩用喫茶施設 

事務室 1 施設管理に係る事務処理を行う 

会議室 1 接客応接室及び会議室 

職員休憩室（和室） 1 職員用休憩室 

倉庫 1 各種物入 

告別室 2 火葬前の告別の場所 

見送りホール 1 火葬見送りの場所 

炉前ホール 1 棺を火葬炉に搬入する場所 

炉室 1 火葬炉の設置及び整備点検スペース 

監視室 1 火葬業務の機器制御や集中制御を行う 

収骨ホール 1 収骨室入室前の待機場所 

収骨室 2 焼骨を骨壺へ収める部屋 

残骨処理室 1 火葬により発生した残骨灰の一時保管場所 

霊安室 1 遺体の一時保管場所 

従業員室 1 火葬炉運転職員の作業室 

浴室 1 火葬炉運転職員用 

従業員休憩室 1 火葬炉運転職員休憩室 

便所 1 従業員用 

台車庫兼作業室 1 台車の格納及び作業用 

空調機械室 1 施設管理に係る空調機械室 

電気室 1 受変電盤設置スペース 

倉庫 3 各種物入 
 

⑵ 火葬炉設備（火葬炉、汚物炉） 

設置個数 火葬炉７基（大型炉）、汚物炉１炉 

燃料消費量 約１７．５立方メートル毎時 

火葬所要時間 火葬から冷却まで７５分（焼却６０分、冷却１５分） 

型式等 火葬炉：再燃焼炉付台車式寝棺炉式、汚物炉：再燃焼炉付固定炉床式 

排気方式 強制排気方式 

使用燃料 ＬＰガス 
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⑶ 電気設備  

受電方式 ３相３線式 ６．６ｋＶ ６０Ｈｚ  

設備容量 変圧器総容量 ２５０ｋＶＡ 

非常用予備発電設備 型式 屋外キュービクル型 

方式 回転界磁形同期発電機＋ディーゼルエンジン 

容量 １４５リットル 

燃料 軽油 
 

⑷ 空調設備 

電気式パッケージエアコン 作業員室、監視室、事務室、待合室、多目的室、会議室、告別室、待合

ホール 

ルームエアコン 授乳室、更衣室、休憩室、和室 

空冷ヒートポンプパッケージエアコン 収骨室 

立型空気調和機 炉前ホール、見送りホール 

 

⑸ 給排水設備ほか 

給水設備 米子市水道局、水道直結方式 

排水設備 合併処理浄化槽（８５人槽）、分離接触曝気方式 

給湯設備 ガス給湯器（喫茶厨房系統、作業員室系統） 

消防設備 粉末消火器（12）、粉末消火設備（2）、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、誘導灯、

感知器（88）、防火戸（2） 

 

４ 具体的な業務内容について 

⑴ 火葬業務について 

① 火葬に関する業務（人体（死産含む）、産汚物、手術肢体、解剖遺体等） 

ア 業務内容 

(ｱ) 遺体（胎）の引受け及び運搬 

(ｲ) 告別室でのお別れの儀式 

(ｳ) 棺内の危険物等の除去 

(ｴ) 遺族の待合室への案内 

(ｵ) 火葬の執行 

(ｶ) 収骨室での遺骨拾収と引渡し 

(ｷ) 炉内及び台車の清掃 

(ｸ) 残骨灰の保管及び処理業者への引渡し 

(ｹ) 霊安室の管理 

※ 死産、産汚物等も遺体火葬業務に準じて行うこと。 

※ 死産児の場合、父母の希望により、収骨できることとして取り扱うこと。また、術肢体

等の焼却の場合も、本人等の希望により、収骨できることとして取り扱うこと。 

※ 産汚物を計量する計量器は、計量法に基づく検査を受けた計量器を使用すること。 

イ 留意事項 

(ｱ) 告別業務では、事前に宗旨・宗派、到着時間等を理解し、準備を行うこと。 

(ｲ) 火葬炉の性能及び機能を維持し、火葬業務が円滑に行われるよう日常の保守管理に万全を

期し、火葬炉及び関連設備の始業点検、異常時の修繕、部品交換、調整を実施すること。 

(ｳ) 火葬炉の運転にあたっては、ばい煙、臭気を最小限度に防止するなど周辺環境の保全に必
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要な措置を講ずること。 

(ｴ) 各設備は丁寧に取扱い、故障の早期発見に努めること。また、異常を予測させる兆候を発

見した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかに組合に報告すること。 

(ｵ) 業務に当っては安全を第一とし、事故の発生を未然に防止するよう必要な措置を講ずるこ

と。 

(ｶ) 設備の運転、保守管理業務に必要な物品及び消耗品は指定管理者の負担とする。 

(ｷ) 遺族の気持ちなどに配慮して火葬業務を行うこと。 

(ｸ) 遺族の収骨に品位と礼節を持って適切な案内・補助を行うこと。 

(ｹ) 火葬終了後の収骨については、高熱による火傷の危険性が軽減したことを確認し、収骨者

に対して適切かつ丁寧な説明、指示及び収骨補助を行うこと。 

(ｺ) 残骨灰、副葬品残渣については、遺族代表者及び関係者の同意を得たうえで処理すること。 

(ｻ) 業務中は火気の点検に留意し、業務完了にあたっては火気の点検及び施錠、消灯などの見

回り点検を必ず行うなど火の取扱いについて特に注意すること。 

(ｼ) 日々の火葬炉の運転実施状況を記録すること。 

② 残骨灰処理業務  

ア 業務内容 

保管している残骨灰を厳重かつ適正に処理すること。特に、住民の宗教的感情を十分配慮し、

厳格な処理に努めること。 

イ 留意事項  

(ｱ) 残骨灰も遺骨であることから、敬けんかつ丁重に取り扱うこと。 

(ｲ) 排出した残骨灰は、処理業者において環境を阻害することなく分別処理し、適正かつ厳重

に収蔵・埋葬していることを確認すること。 

(ｳ) 業務の終了ごとに作業記録報告書を作成し、組合に報告すること。 

⑵ 施設・設備等の維持管理業務について 

① 施設・設備維持管理業務 

桜の苑は、平成３年の開場以来、長期にわたり利用されており、施設および設備には老朽化し

ている部分があるため、日常から見回り及び点検を行うとともに、修繕が必要であるときは、組

合と協議のうえ修繕を実施し、快適で安心して利用できる状態を保つこと。 

修繕については、火葬業務に支障がないよう配慮のうえ実施し、場合によっては休場日又は開

場時間の短縮を利用して行うこと。 

また、修繕を実施する際は、利用者の安全と利便に配慮すること。 

② 火葬設備維持管理業務 

火葬設備維持管理業務については、火葬業務に支障がでないよう場合によっては休場日を設定

して行うこと。 

ア 主な火葬設備 

(ｱ) 火葬炉設備（火葬炉、汚物炉）㈱宮本工業所製 

※ Ⅱ－３－⑵ 火葬炉設備（火葬炉、汚物炉）に記載のとおり 

(ｲ) その他設備 

冷却前室、台車駆動装置、再燃焼炉、断熱扉、化粧扉、排ガス冷却装置、集塵装置、排気

ファン、排気筒、火葬炉台車７台、電動柩運搬台車３台、電動収骨台車３台 
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イ 火葬設備維持管理業務の内容 

(ｱ) 火葬炉及び関連設備の運転操作にかかる技術管理 

(ｲ) 火葬炉及び関連設備の日常点検 

(ｳ) 火葬炉及び関連設備の月例点検（月１回） 

(ｴ) 火葬炉及び関連設備の修繕 

※ 火葬炉の年次点検並びに火葬炉及び関連設備の５万円以上（税込み）の修繕は、組合が

行う。 

③ 清掃業務 

日常清掃及び定期清掃の清掃箇所、清掃方法、清掃頻度等は、別添「清掃業務内訳書」のとお

りとする。 

日常清掃は、火葬業務及び来場者の利便に影響を及ぼさないよう適切に調整し、開場日に実施

すること。また、定期清掃は、休場日を設定して実施すること。 

ア 日常清掃業務（随時） 

床面の掃き掃除、汚染箇所の除去及び水拭き、塵払い、屑かご及び吸い殻入れの清掃、トイ

レの清掃、建物内外面の汚損箇所の除去、落葉等の除去、除草 

イ 定期清掃業務（３か月に１回（年４回）） 

床洗浄及び床ワックスがけ（年４回のうち１回はワックス剥離を併用）、ガラス洗浄クリーニ

ング、汚損箇所の除去 

④ 庭園管理業務 

樹木剪定、薬剤散布、樹木施肥、除草を行うこと。また、庭園及び樹木の巡回点検を月１回以

上行い、異常があったときは速やかに組合に報告するとともに、適切な措置を行うこと。 

ア 業務内容等 

(ｱ) 樹木剪定、薬剤散布 

クロマツ５本､中高木常緑 473本、中高木落葉 48本、低木 330株及び低木寄せ植え 1,530

㎡の剪定を行うこと。実施回数は、クロマツは年２回、その他は種類ごとに年１回とする。 

(ｲ) 薬剤散布 

樹木ごとに年３回の薬剤散布を行う。なお、樹木ごとに最適な薬剤を使用し、病害虫を防

除すること。 

(ｳ) 樹木施肥 

高木 82本、中木 846㎡、低木寄せ植え 1,530㎡、芝生 540㎡に適宜施肥すること。 

なお、樹木ごとに最適な肥料を適量使用すること。 

(ｴ) 除草・芝刈り 

年４回の除草と年１回の芝刈りをすること。（緑化ウォ－ル 3,880㎡、芝刈り 270㎡） 

（別添「庭園管理 除草範囲」参照） 

イ 留意事項 

(ｱ) 作業は、桜の苑の業務に支障が生じないように実施すること。 

(ｲ) 薬剤散布時は、周囲の安全を確保して実施すること。 

(ｳ) 剪定した枝葉は速やかに場外に搬出し、適切に処理するとともに、剪定した樹木の周辺を

清掃すること。 
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⑤ 保守点検、環境測定業務 

ア 消防設備保守点検業務（年２回） 

イ 浄化槽設備保守点検（月１回）、清掃業務及び法定検査（年１回） 

ウ 自動扉保守点検業務（年３回） 

エ 業務用冷凍空調機器簡易点検（年４回） 

オ ばい煙及びダイオキシン類測定業務（排ガス中のばい煙並びに排ガス及びばいじん中のダイ

オキシン類測定）（年１回） 

 なお、各点検業務において異常を発見したときは、速やかに組合に報告し、協議すること。 

※ 夜警業務機器の保守点検、自家用工作物保守点検は、組合が行う。ただし、設備に異常等

がある場合には、速やかに組合に報告すること。 

⑥ その他の維持管理業務 

ア 事務室、会議室、休憩室、浴室、監視室、湯沸室、作業員トイレの管理 

施設及び設備は正常に保持し､適正な利用に供するよう日常的な点検を行い､必要に応じた部

品交換や施設の補修・修繕を行うこと。また、塵の除去等の日常清掃のほか、定期的に、床水

拭き、掃除機かけ、ガラス拭き、照明器具・ブラインド等の除塵などの清掃を行うこと。 

イ 来場者用トイレの管理 

トイレットペーパー、タオルペーパー、防臭剤、水石鹸等の衛生材料は、不足がないよう補

充すること。 

ウ 害虫の駆除 

施設内の害虫を駆除すること。 

エ 待合ホール、待合室の管理 

利用者が使用する前に清掃を実施するなど、待合ホール及び待合室を清潔にし、テーブル、

椅子等の整理を行うこと。また、利用者の使用後、忘れ物の有無等の確認を行うこと。 

⑦ 給茶等のサービス業務 

遺族に対して、湯茶のサービス等を提供すること。 

ア 待合室に葬家の名札を表示すること。 

イ 給茶器に湯茶を準備すること。 

ウ 昼食等のごみは持ち帰るように、利用者に対し指導すること。 

⑧ 喫茶の運営 

火葬終了までの時間を、利用者が故人を偲びながら心静かに過ごせるよう、喫茶を運営するこ

と。 

ア 喫茶の設置面積及び現在の販売品 

面積 ２３．６５平方メートル 

販売品 コーヒー、紅茶、ジュース、ウーロン茶、お菓子等 
 

イ 喫茶業務に係る設備（組合設置） 

品名 数量 型式 品名 数量 型式 

食器洗浄機 1 JWE-400TUB3 コーヒーブルーワー 1 SHDBC/SH 

ラックシェルフ 1  ｱｲｽｺｰﾋｰﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ 1 DIC-5A-P 

台付き二槽シンク 1  製氷機 1 IM-35M-1 
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※ コーヒーカップ、グラスほか上記以外の必要備品は、指定管理者が準備すること。 
 

ウ 施設内でのアルコール類の販売、飲酒は禁止とする。 

エ 使用面積等を変更する場合は、事前に組合へ協議すること。 

オ 販売品目と提供価格については、事前に組合へ協議すること。 

カ 喫茶の運営にあたっては、食品衛生法等の関係法令・条例を順守すること。 

⑶ 火葬場使用許可等の業務について 

① 火葬場使用許可業務 

桜の苑の火葬炉および霊安室の使用にあたっては、所定の手続に基づいて許可を与えること。 

ア 桜の苑において、火葬場使用の予約を受け付ける場合は、予約システムに予約情報を入力す

るとともに、埋火葬許可申請の手続きを行う市町村に予約があった旨を連絡すること。 

イ 桜の苑の窓口において、火葬場使用許可の申請を受け付ける場合は、火葬場使用許可証の発

行を行うこと。 

ウ 感染症者など緊急性のあるものや特別の事情があると認められる場合は、組合と協議のうえ、

火葬に支障のないように適正に調整すること。 

エ 桜の苑の使用許可に関して法令に照らし疑義が生じた場合は、直ちに組合に連絡し、その指

示を受けること。 

② 火葬場使用料の収納業務 

桜の苑の利用の際に鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例（以下「条例」という。）に定め

る使用料を収納すること。なお、組合は、指定管理者と別途「使用料の収納事務委託契約」を締

結する。 

ア 条例に定める使用料を受領し、領収書を発行すること。 

イ 火葬の対象となる遺体等が、鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規則第７条の圏

域内居住者の特例に該当するときは、圏域内居住者の特例の記録をつけること。 

ウ 受領した使用料は、当日分をとりまとめて収納日計表に記載するとともに、速やかに所定の

納付書により、鳥取県西部広域行政管理組合の指定金融機関に払い込むこと。 

③ 火葬執行証明等 

ア 法第 16条第２項に規定する火葬許可証への記入、押印を行い、火葬を求めた者に当該許可証

を返還すること。 

イ 火葬当日に利用者から分骨証明の申請があった場合は、証明書を交付すること。 

ウ 法第 17条の規定に基づき、前月中の火葬の状況を毎月５日までに米子市へ報告すること。 

④ 使用料の減免に関する事務 

条例第５条に基づく使用料の免除については、直ちに組合に連絡し、その指示を受けること。 

⑤ 使用料の還付に関する事務 

条例第６条に基づく使用料の還付については、直ちに組合に連絡し、その指示を受けること。 

吊戸棚 2  シェルフ 1 4段 

台下冷蔵庫 1 RT-120SNG 冷蔵ショーケース 1  

作業台 1  作業台 1  

電子レンジ 1 AR-M16F 台下戸棚 1  

平棚 1  冷凍ストッカー 1 PF-G120XE 

カップウォーマー 1 CW-41 ﾃｨｰﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ 1 ATE-100HWA1 

作業台 1   
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⑷ その他管理業務 

① 庶務的業務 

ア 予約状況確認及び運営計画作成業務 

予約状況の確認を行い、翌日の運営計画を作成すること。 

イ 火葬担当職員の打ち合わせ 

毎朝、当日の火葬業務について打ち合わせを行い、運営業務を円滑に行うこと。 

ウ その他の業務 

(ｱ) 備品および消耗品については、業務に支障をきさないよう、適切に整理・保管・補充を行

うこと。 

(ｲ) 燃料であるＬＰガスについては、業務に支障をきたさないよう管理を行い、必要に応じて

組合および納入業者に連絡し、確実な補給を行うこと。 

(ｳ) 葬家の名札を作成し、待合室及び火葬炉に掲示すること。また、必要に応じて館内放送を

行うこと。 

(ｴ) 各種帳票は日々整理・保管し、廃棄する際は個人情報保護の観点から適切かつ厳重に処分

すること。 

(ｵ) 利用者からの問い合わせには、懇切丁寧に応対すること。 

(ｶ) 円滑な火葬の執行のため、定められた時刻を厳守し、葬儀会社等と連絡を密にすること。 

(ｷ) 指定管理料から支払われる経費の支払いなどの出金については、出納簿等で日々整理し、

組合の問い合わせに対応すること。 

② 事業計画書の作成 

指定管理者は、毎年２月末日までに、翌年度の管理運営に関する事業計画書を作成し、組合へ

提出すること。事業計画書の主な内容は、次のとおりとし、様式等の詳細については、指定管理

者決定後に組合と協議すること。 

ア 年間事業計画書 

イ 収支予算書 

ウ 修繕計画書 

エ その他組合が必要とするもの 

③ 報告業務 

ア 業務報告 

指定期間中は下記の月次、年次報告を行うこと。また、報告書及び管理に関する帳票は、常

に整理しておくこと。なお、組合が必要と認めた場合は随時に報告を求めることがある。 

(ｱ) 毎月における次の事項を翌月の１０日までに、組合に報告すること。 

・ 桜の苑の運営状況（月間） 

・ 火葬炉の運転状況（月間） 

・ 管理経費の収支状況（月間）（火葬場の管理業務、喫茶業務、自主事業） 

・ 各種検査等の実施状況（月間、当該月に実施したものに限る） 

・ 使用料の収納状況（月間） 

・ 職員研修の状況（月間、当該月に実施したものに限る） 

・ 運営状況チェック表（自己評価）（月間） 

・ その他管理者が必要と認めるもの 
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(ｲ) 毎年度の次の事項を翌年度の４月 30 日までに（労働環境確認表については、毎年５月末

日までに）、組合に報告すること。 

・ 桜の苑の運営状況（年間） 

・ 火葬炉の運転状況（年間） 

・ 管理経費の収支状況（年間） 

・ 各種検査等の実施状況（年間） 

・ 使用料の収納状況（年間） 

・ 職員研修の状況（年間） 

・ 労働環境確認表（毎年４月末日の実態に基づくもの） 

・ その他管理者が必要と認めるもの 

④ 利用者アンケート調査 

指定管理者は、利用者アンケート等により、利用者等の満足度や意見・要望を把握し、その結

果を管理運営に反映させるなど、利用者の満足度に繋げること。 
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Ⅲ その他の留意事項 

１ 行政財産の目的外使用 

⑴ 組合が必要と認める場合は、鳥取県西部広域行政管理組合財務規則に基づき、第三者に施設の目

的外使用を許可する場合がある。 

⑵ 行政財産の目的外使用に係る使用料等は組合の収入とする。 

⑶ 組合が目的外使用を許可した施設及び施設内の設備、備品等の修繕及び備品の購入についても、

指定管理者の負担となる場合があることに留意すること。 

 

２ 実地確認及び改善指示について 

⑴ 組合は、桜の苑の管理の実施状況を確認するため、随時、指定管理者に報告を求め、又は施設の

状況を実地に確認できるものとする。その結果、業務内容の改善等の措置が必要と認めたときは、

当該業務内容の改善について指示を行うことができることとする。 

⑵ 組合より、業務内容の改善について指示があった場合、指定管理者は、速やかに業務の改善につ

いての計画を作成して組合に提出し、組合の承認を得たうえで、改善計画を実施するものとする。

なお、組合が業務の改善についての計画の作成を要さないと判断し、その旨指示した場合には、指

定管理者は業務改善についての計画の作成は要しないが、直ちに業務の改善に着手すること。 

⑶ 組合から業務内容の改善等の指示を受けたにもかかわらず放置した場合、指定を取り消すことが

できるものとする。 

 

３ 業務不履行時の処理 

⑴ 指定管理者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となる恐れが生じた場合、管理運営業

務が業務要求水準を満たしていない場合、又は利用者が施設を利用するうえで、明らかに不適切と

認められる状況にある場合は、組合は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期限を定めて

改善策の提出及び実施等を求めることができる。この場合、指定管理者が当該期限内に改善するこ

とができなかった場合は、市は指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部を停止させ

ることができることとする。 

⑵ 上記(1)により指定管理者の指定が取り消され、又は業務停止となった場合、組合は指定管理者に

生じた損害の賠償の責を負わないほか、指定管理者は組合生じた損害を賠償しなければならない。 

⑶ 指定管理者は、事業の継続が困難になった場合又はその恐れが生じた場合、速やかに組合に報告

しなければならない。 

⑷ 不可抗力その他組合又は指定管理者の責めに帰することができない事由により管理の継続が困難

となった場合は、組合と指定管理者は事業継続の可否について協議することとする。 

 

４ 賠償責任 

⑴ 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し組合又は第三者に損害を与え

たときは、民法第 709条の規定により、その損害を賠償しなければならない。 

⑵ 国家賠償法第１条又は第２条の規定により、組合が第三者に当該損害を賠償したときは、組合が

指定管理者に対し、求償権を行使することがある。 

 



仕様-16 

５ リスク分担 

指定管理業務等におけるリスク分担は、次のとおりとする。 

ただし、定めのないリスクなど、疑義が生じた場合には、組合と指定管理者が協議のうえ、その分

担を決定するものとします。 

・リスク分担表（○印がリスク負担者） 

リスクの種類 No. リスクの内容 

負担者 

備  考 
組合 

指定 

管理者 

募集要項リス

ク 

1 募集要項（関連書類を含む。）の誤りに関する費

用負担 
○  

 

申請リスク 2 申請に係る費用負担  ○  

協定不成立リ

スク 

3 指定管理者の事由による協定不成立又は協定

締結に時間を要する場合における費用負担 
 ○ 

 

準備リスク 4 指定管理者基本協定書締結から指定期間開始

期における準備（引継）費用負担 
 ○ 

 

関係法令等変

更リスク 

5 指定管理者が行う施設管理運営業務に影響を

及ぼす関係法令等の変更に伴う費用負担増 
○  

 

6 上記以外で、指定管理者に影響を及ぼす関係法

令等の変更に伴う費用負担増  ○ 

労働報酬下限額の改

定による費用負担増

を含む。 

税制度変更リ

スク 

7 指定管理者が行う施設管理運営業務に影響を

及ぼす税制度の変更に伴う費用負担 
○  

 

8 消費税率変更に伴う費用負担 ○   

9 上記以外で、広く事業者全般に影響を与える一

般的な税制度の変更に伴う費用負担 
 ○ 

 

物価変動リス

ク 

10 電気、ガス料金の変動に伴う費用負担 

○  

電気、ガス料金とも変

動リスクを考慮し組

合負担 

11 上記以外の物価変動に伴う費用負担 

 ○ 

ただし、著しい物価変

動が発生した場合は、

必要に応じて別途、協

議する。 

金利リスク 12 金利変動に伴う費用負担  ○  

不可抗力リス

ク 

13 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火

災、騒乱、暴動など、組合又は指定管理者のい

ずれの責めにも帰すことの出来ない自然的又

は人為的な現象）に伴う費用負担 

○ 
△ 

※ 

不可抗力における指

定管理者による管理

運営の終了の場合は、

【特記事項】の１に基

づき対応する。 

緊急事態等に

おけるリスク 

14 【特記事項】を参照 
  

 

施設、設備の

損傷リスク 

15 施設、設備（組合の財産であるものに限る。）の

改築、改造、新設、増設、移設による費用負担 
○  

 

16 指定管理者の故意又は重大な過失による修繕

費用負担 
 ○ 

 

17 上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が

特定できない修繕費用負担（５万円を超える） 
○  

 

18 上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が

特定できない修繕費用負担（５万円以下） 
 ○ 

 

指定の取消リ

スク 

19 指定管理者の指定の取消又は期間を定めた管

理の業務の全部又は一部の停止における費用

負担 

 ○ 

指定管理者の責めに

よる場合に限る。 

※ 不可効力リスクについては、原則として組合がリスクを負担することとするが、損害を最小限に留める必要性
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等の観点から、生じた損害又は増加費用の一部について、指定管理者に負担を求める場合もあり、その割合等は

協議により決定する。 
 

【特記事項】緊急事態等における組合と指定管理者とのリスク分担について 

１ 不可抗力における指定管理者による管理運営の終了 

⑴ 不可抗力による当該施設の損壊等により、指定管理者による管理が不可能となったときは、協議のうえ、指定

管理者の指定を取消すことができる。 

⑵ 前項の規定により指定の取消しとなった場合においては、指定管理者に支払う経費は、協定書において定める

年額経費を日割り計算で精算することとする。 

⑶ なお、指定管理者は、組合に対し、取消しに係る損害賠償を請求できないこととする。 

２ 緊急事態における施設の使用  

⑴ 組合は、大規模災害等の発生により、施設を住民の避難場所、援助物資の集積場所等に使用するなど、緊急に

その施設を目的外で使用することが必要となった場合には、指定管理者に対して業務の変更等について協力を要

請することができることとし、指定管理者は、誠実に要請に応じなければならないこととする。 

⑵ この場合における管理費の取扱いについては、その都度、指定管理者において著しい不利益とならないことを

基本として、組合と指定管理者との間で協議を行うこととする。 

３ 大規模修繕等にかかる対応  

緊急に、大規模修繕等が必要となり、施設の開館が不可能となった場合における管理費の取扱いについては、そ

の都度、組合と指定管理者との間で協議を行うこととする。 

 

 

６ 組合との協議について 

⑴ 指定管理者が施設の管理に係る要綱等を作成する場合は、組合と事前に協議すること。 

⑵ この仕様書に定めるもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について、疑義が生じた場合

は、組合と指定管理者とでその都度協議すること。 

 

Ⅳ 別添資料 

⑴ 貸与備品一覧 

⑵ 清掃業務内訳書 

⑶ 庭園管理 除草範囲 

 

 



№ 分　類 品　　名 数量 使用場所 № 分　類 品　　名 数量 使用場所

1 卓子類 受付用机 1 事務室 41 機械器具類 テレビ 4 待合室

2 卓子類 応接セット テーブル 2 収骨ホール 42 機械器具類 テレビ 1 待合ホール

3 卓子類 オムツ替え台 2 授乳室 43 機械器具類 電気鉛筆削り器 1 事務室

4 卓子類 会議用テーブル 1 会議室 44 機械器具類 電話機 1 監視室

5 卓子類 座卓・食卓 1 休憩室 45 機械器具類 電話機（親機・コードレス） 1 事務室

6 卓子類 座卓・食卓 1 和室 46 機械器具類 ファンヒーター 2 告別室

7 卓子類 事務机 5 監視室 47 機械器具類 冷蔵庫 1 事務室

8 卓子類 事務机 4 事務室 48 仏具・神具類 角香呂 4 告別室

9 卓子類 テーブル 2 炉前ホール 49 仏具・神具類 神鏡 1 告別室

10 卓子類 テーブル 16 待合室 50 仏具・神具類 祭壇 2 告別室

11 卓子類 テーブル（ローテーブル） 2 授乳室 51 仏具・神具類 十字架 1 告別室

12 卓子類 テーブル（ローテーブル） 7 待合ホール 52 仏具・神具類 焼香台 2 告別室

13 卓子類 丸テーブル（ローテーブル） 4 待合ホール 53 仏具・神具類 タレカブラ 2 告別室

14 卓子類 脇机 1 監視室 54 仏具・神具類 常花 2 告別室

15 卓子類 脇机 3 事務室 55 仏具・神具類 前香呂 2 告別室

16 椅子類 打合せ椅子 1 物入 56 仏具・神具類 大徳寺リン 2 告別室

17 椅子類 打合せ椅子 2 玄関 57 仏具・神具類 リン布団 2 告別室

18 椅子類 応接椅子 4 会議室 58 仏具・神具類 リン棒 2 告別室

19 椅子類 事務用椅子 5 事務室 59 雑器具類 PCサイドワゴン 1 事務室

20 椅子類 事務用椅子（肘無） 4 監視室 60 雑器具類 案内板 1 作業員室入口

21 椅子類 授乳用チェア 2 授乳室 61 雑器具類 傘立て 2 玄関

22 椅子類 ソファー（１人掛け） 30 待合ホール 62 雑器具類 キッズスペース 4 多目的室

23 椅子類 ソファー（３人掛け） 7 待合ホール 63 雑器具類 車椅子 1 玄関

24 椅子類 チェア 90 待合室 64 雑器具類 スノコ 2 作業員室

25 椅子類 長椅子 2 告別室 65 雑器具類 スモーキングスタンド 1 玄関

26 戸棚箱類 キーケース 1 事務室 66 雑器具類 ダストボックス 2 告別室

27 戸棚箱類 キーケース 1 作業員室 67 雑器具類 ダストボックス 2 授乳室

28 戸棚箱類 下駄箱 1 職員出入口 68 雑器具類 パンフスタンド 2 待合ホール

29 戸棚箱類 更衣ロッカー（1人用) 1 会議室 69 雑器具類 新聞架 1 待合ホール

30 戸棚箱類 更衣ロッカー（2人用） 1 会議室 70 雑器具類 表示板（心付） 2 玄関

31 戸棚箱類 更衣ロッカー（4人用) 1 会議室 71 雑器具類 踏台 1 会議室

32 戸棚箱類 更衣ロッカー（2人用） 4 作業員室 72 雑器具類 フリーハンガーラック 2 収骨ホール

33 戸棚箱類 更衣ロッカー（1人用） 1 和室 73

34 戸棚箱類 更衣ロッカー（4人用) 1 和室 74

35 戸棚箱類 食器戸棚 1 事務室 75

36 戸棚箱類 書類ロッカー 1 作業員室 76

37 戸棚箱類 書類ロッカー 1 事務室 77

38 戸棚箱類 書類ロッカー 3 会議室 78

39 戸棚箱類 プラントボックス 6 待合ホール 79

40 機械器具類 遺体保冷庫 1 霊安室 80

備　考

1 貸与備品が破損、故障等した場合は、速やかに甲に報告することとする。

2 貸与備品を乙の瑕疵により、破損、故障、紛失した場合は、乙の負担で修繕又は購入することとする。

貸与備品一覧



清掃業務内訳書

清掃箇所
改修
有無

床面材質
面積
(㎡)

窓面積
(㎡)

床洗浄 床水拭き
床掃き
掃除

床
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

床ﾜｯｸｽ
かけ

掃除機
かけ

ガラス
鏡拭き

ｶﾞﾗｽ洗浄
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

備　　考

車寄 御影石本磨き 250.5 4月1回 随　時 　随　時

前室 御影石本磨き 51.9 64.5 4月1回 随　時 随　時 随　時 4月1回

玄関ホール 御影石本磨き 57.1 4月1回 随　時 随　時 随　時 4月1回

廊下 ﾎﾝｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ貼 40.0 8.6

ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ貼 52.1 6.3

告別室 御影石本磨き 104.7 4月1回 随　時 随　時

見送りホール 御影石本磨き 61.8 42.8 4月1回 随　時 随　時 随　時 4月1回

待合ホール ○ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ貼 217.3 72.8 4月1回 4月1回 随　時 随　時 4月1回

テラス 御影石本磨き 10.5 4月1回 随　時 　随　時

トイレ
（多目的便所含む。）

○ 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 50.2 4月1回 随　時 　　　　　 　　　　　　 4月1回 随　時 随　時

授乳室 ○ 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 9.2 4月1回 随　時 　　　　　 　　　　　　 4月1回 随　時 随　時

収骨ホール ﾎﾝｼﾞﾆｱｽﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾙ貼 36.6 21.8 4月1回 随　時 4月1回 随　時 随　時 4月1回

待合室 ○ 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 113.7 29.6 4月1回 随　時 4月1回 随　時 随　時 4月1回

待合室前室 ○ 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 29.3

多目的室 ○ 畳 畳 18.5 随　時 随　時 随　時

更衣室 ○ 畳 畳 7.2 随　時 随　時 随　時

炉前ホール 御影石本磨き 148.0 4月1回 随　時 随　時

台車庫兼作業室
ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌｪﾛｺﾝﾊｰﾄﾞ仕上げ
一部御影石

51.3 　　　　　 　　　　　 随　時 　　　　　 　　　　　　 　　　　　 随　時

収骨室 御影石本磨き 65.0 4月1回 随　時 随　時

霊安室
御影石本磨き
檜複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

17.2 4月1回 随　時 随　時

作業員室 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ 22.3 2.8 4月1回 4月1回 4月1回

喫茶カウンター ○ 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 10.0 4月1回 随　時 4月1回 随　時 随　時 4月1回

喫茶厨房 ○ 塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 8.7 4月1回 随　時 4月1回 随　時 随　時 4月1回

○ 4月1回 随　時 4月1回 随　時 随　時 4月1回  ﾜｯｸｽ部分は年1回剥離



庭園管理 除草範囲

■着色部分


